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は じ め に 
 
1 方針の目的 

本方針は、平成 29 年度以降、おおむね 10 年間の社会資本整備の基本的な考え方を示すとともに、限

られた財源を中長期的な視点に立って、必要性・優先性の高い施策・事業に振り向けるという「選択と集

中」の観点をより一層明確にし、毎年度の国費予算要望や道の予算編成に反映させるなど、北海道にとっ

て必要な社会資本整備を着実に進めるための指針としての役割を担うものです。 

 

2 方針策定の経緯 

道においては、持続可能な行財政構造の確立に向けて、平成 18 年 2 月に策定した「新たな行財政改革

の取組み」に基づき「行政改革」と「財政立て直し」を進め、公共事業費等の投資的経費についても、計

画的な縮減を進めてきました。 

 このような中、道の社会資本整備については、平成 17 年度から平成 19 年度までの 3 年間を重点化の

対象とする「北海道社会資本整備重点化プラン」を策定し、効果的・重点的な整備の推進に努めてきまし

た。また、平成 20 年度からは道政の基本的な方向性を示す「新・北海道総合計画（ほっかいどう未来創

造プラン）」の策定を踏まえ、特定分野別計画に位置づけた「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」

を平成 20 年 12 月に策定（平成 25 年 6 月改訂）し、外部有識者で構成する「ほっかいどう社会資本整備

の重点化方針検討委員会」のご指導・助言を頂き、全国に先駆けて社会資本の整備に優先度を導入し、よ

り優先度の高い施策に予算の配分をシフトするとともに、優先度の高い事業への重点投資を進め、北海道

にとって必要な社会資本整備の推進に努めてきました。 

しかしながら、道財政は着実な改善が図られてきたものの、平成 28 年度以降も収支不足が生じる見通

しにあり、こうした状況を踏まえ、今後の行財政運営に関する新たな「行財政運営方針」を平成 28 年 3

月に策定し、引き続き財政の健全化に向けた取組を進めているところであり、社会資本においても、この

方針に沿って、戦略的・効果的な整備を進めていく必要があります。 

 

3 方針改定のポイント 

平成 28 年 3 月に「北海道総合計画（H28～H37）」を策定したことから、この度、特定分野別計画である

本方針も見直すこととし、道の「北海道強靱化計画（平成 27 年 3 月）」や、国の「北海道総合開発計画

（平成 28 年 3 月）」及び「北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画（平成 28 年 3 月）」など関連

計画との整合を図りつつ、さらに、平成 28年 4月に観測史上初めて震度 7が 2回観測された熊本地震や、

同年 8 月に観測史上初めて 4 つの台風が北海道に相次いで上陸・接近するなど激甚化する気象災害をは

じめ、加速するインフラの老朽化、人口減少に伴う地方の疲弊など、本道の社会資本整備を取り巻く新た

な課題に対応することとしました。 

 また、本方針では、必要性・優先性の高い施策・事業に振り向けるという「選択と集中」に加え、さら

に今後、何を集中的に実施するかという視点をより一層明確にするため、道独自の優先度設定の考え方は

継承しつつ、前方針の「緊急性」と「波及性」を並列に扱った判定方法から、「波及性」より「緊急性」

という時間の視点をより重視した判定方法に変更した上で、施策優先度の区分を前方針の 3 区分から 4

区分に細分化し、よりメリハリを付けた優先度の設定としました。  
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4 対象とする社会資本 

この方針では、「北海道総合計画（H28～H37）」に盛り込まれている生活や産業を支える様々な社会的施

設（関連施設や類似施設を含む）を対象としています。 

 

社会資本の基盤別分類（施策・事業優先度編（別表１）より整理） 

生 活 基 盤 ： 都市公園、上下水道、公営住宅、送電施設など 

保健・医療・福祉基盤 ： 医療施設、保育所、社会福祉施設など 

農 林 水 産 基 盤 ： 農地、農業用施設、漁港、漁場、流通・加工・貯蔵施設など 

環 境 基 盤 ： 森林、自然公園、リサイクル施設、廃棄物処理施設、家畜ふん尿処理施設など 

観 光 基 盤 ： 休憩施設、案内表示、自然体験型レクリエーション施設など 

高 度 情 報 通 信 基 盤 ： 光ファイバー網、防災情報や交通情報を提供するシステムなど 

交 通 基 盤 ： 道路、空港、港湾、鉄道など 

国 土 保 全 基 盤 ： 治山・治水、海岸保全、砂防関係施設など 

教 育 ・ 文 化 基 盤 ： 学校、文化施設など 

 

5 道民意向等の把握 

この方針の策定に当たっては、道民の意向を把握するため、「市町村等からの意見聴取」、「パブリック

コメント」、「関係団体に対するアンケート調査」を実施しています。 

このほかに「新しい北海道総合計画策定等に係る道民意向調査（平成 27 年度）」の分析や、「平成 28 年

度道民意識調査」を実施しています。 

 

（1）市町村等からの意見聴取 

この方針は、地域の意向を反映するため、市町村等に対して意見照会を行うなど、市町村等の意見を

考慮した上で策定しています。 

（2）パブリックコメントの実施 

この方針は、広く道民の方々の多様な意見を反映するため、道が定める道民意見提出手続に基づき、

パブリックコメントを実施し、寄せられた意見等を考慮した上で策定しています。 

（3）関係団体に対するアンケート調査の実施 

この方針は、広く道民の方々の多様な意見を反映するため、社会資本整備に関連の深い全道的な団体

を対象として、アンケート調査を実施し、寄せられた意見等を考慮した上で策定しています。 

 

【道民意向等の把握】 

 

 

 

 

 

 

方 針

（骨 子）

方 針

（素 案）

方 針

（原 案）

方 針

（ 案 ）
方 針

決 定

道民ニーズ調査等の分析

（北海道総合計画）

市町村等からの

意見聴取

パブリックコメントや、関係団体

に対するアンケート調査の実施、

市町村等からの意見聴取
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 6 方針の構成 

この方針は、「基本方針」編と「施策・事業優先度」編の 2部構成としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「施策・事業優先度」編における施策・事業優先度は、定期的に点検・評価を行い、見直しを図ります。

基本方針編

1 時代の潮流

2 社会資本整備の現状と課題

3 社会資本整備のめざす方向
（1） 基本姿勢

（2） 社会資本整備のめざす方向

「選択と集中」の観点に立った

戦略的・効果的な整備

既存ストックの有効活用や

適切な維持管理

将来にわたって安全・安心で心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会の構築

輝きつづける北海道

4 重視すべき視点 と政策の柱
（1） 重視すべき視点

（2） 政策の柱

豊かな自然環境の保全と安全・安心な環境づくり 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮

農林水産業の持続的な成長 地域の特色を活かした産業の活性化

グローバル化に対応した活力ある社会の構築 持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備

6 方針の推進体制
（1） 推進体制 （2） 推進方法 （3） 推進管理

5 社会資本整備の推進
（1） 優先的に整備すべき社会資本（優先度の導入）

（2） 相乗的に効果を発揮させる基本的事項

施 策

（社会資本関連）

事 業

（道が事業主体）
両面に着目した優先度の設定

施策・事業優先度編

① 地域重視の視点

② 政策重視の視点

③ 事業効果の視点

地 域

優先度

全 道

優先度

ａ 重視すべき視点

ｂ 緊急性の視点

ｃ 波及性の視点

施策優先度 事業優先度

優先的に

整備すべき

社会資本

【経済・産業】

本道の強みを活かし持続

的な経済成長を実現する

地域づくり

【生活・安心】

いつまでも元気で心豊

かに安心して暮らす地

域づくり

【人・地域】

人と地域を支える基盤

づくり
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1 時代の潮流 

 

ア 人口減少と高齢化の急速な進行 

・ 高齢者人口（65 歳以上）は、1960（昭和 35）年には総人口の 6％でしたが、2016（平成 28）年に

は 21％を超え、75 歳以上の後期高齢者も年々増加しており、いわゆる「超高齢社会」となっていま

す。 

・ また、合計特殊出生率※は、1970（昭和 45）年代後半以降急速に低下し、人口規模が長期的に維持

される水準（人口置換水準）2.07 を下回る状態が約 40 年間続いており、未婚率も各年代、男女共に

上昇傾向にあります。 

・ このような急速な人口減少と高齢化により、20～64 歳の人が 65 歳以上の高齢者を支えるといった

社会保障の構図に変化が生じており、財政負担の増加をもたらすほか、地域の経済や社会への様々な

影響が懸念されます。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 本道の人口は、1997（平成 9）年の約 570 万人をピークに、全国を上回るスピードで減少が続いて

おり、2015（平成 27）年現在で約 543 万人となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計

では、10 年後の 2025（平成 37）年には約 496 万人、25 年後の 2040 年には約 419 万人まで減少する

と見込まれるとしています。 

・ 人口減少は、労働力の減少はもとより、地域産業を支える担い手の不足や生産・消費の減少、地域

におけるコミュニティ機能の低下、さらには、税収減・社会保障費の負担増による財政の制約など、

本道経済や道民生活に様々な影響を及ぼすため、自然減・社会減の両面による人口減少の緩和に向け

て全力で取り組むとともに、人口減少下における様々な課題への対応も同時に進めることが求めら

れます。 

・ 高齢者に目を向けると、2025（平成 37）年には、75 歳以上の人口が 65～74 歳の人口を大きく上回

ることが見込まれており、高齢者の増加に伴う医療や介護の必要な方々への対応といった環境整備

が求められています。 

・ また、医療や介護職員の人材不足が課題となっており、人材の育成や確保・定着の取組を加速させ

るとともに、健康で長生きするライフスタイル志向を高めていくなど、高齢者の方々が生き生きと暮

らせる地域社会の形成が必要となっています。 
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イ グローバル化と高度情報化の更なる進展 

・ 世界的に貿易自由化の流れが進展し、国境を越えた経済活動が活発化している中、特に、アジア諸

国において持続性のある高い経済発展に伴い市場が拡大しており、アジアの経済力が、世界経済の中

で大きな存在となっています。 

・ さらに、2016（平成 28）年に TPP 協定※交渉が合意に至るなど、EPA／FTA※を通じた経済連携の動

きが広がってきています。 

・ このようなグローバル化の進展は、国際競争を激化させているだけでなく、様々な局面ですべての

国民が影響を受ける時代となっています。 

・ また、近年の ICT※の劇的な進化は様々な分野で大きな変革を社会にもたらしつつあり、IoT※やビ

ッグデータ※など ICT※の利活用は私たちの働き方を変え、暮らしをより便利にし、より豊かな生活を

もたらす可能性を秘めています。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 本道は、強みである安全で安心な美味しい食や四季折々の多彩な観光資源を有しており、アジア諸

国をはじめとする外国人観光客の増加が著しいほか、北海道産食品が世界において高く評価されて

います。こうした北海道ブランドの世界各地への広がりやアジア諸国の経済成長の取り込みは、本道

経済の成長をけん引するものとして期待されています。 

・ こうした中、食や観光の基盤となる農林水産業が成長産業として持続的に発展していくことや、北

海道産食品などの更なる海外展開が必要であるほか、急増する外国人観光客への対応として、交通・

宿泊・情報・人材などにおける受入体制の整備が重要となっています。 

・ また、ブロードバンド※環境が整備され、多様な主体による情報の発信や共有が可能となったこと

から、人口減少や担い手不足にある中、地域のコミュニティ機能の維持をはじめ、医療や教育など幅

広い分野での ICT※の利活用、地域の創意工夫を活かしたイノベーションや新産業の創出が期待され

ます。 
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ウ 地球環境問題の深刻化と資源・エネルギー事情の変化 

・ 地球温暖化は、地球全体の気候に大きな変動をもたらし、人々の生活や産業、生物の多様性に深刻

な影響を与える要因とされており、2015（平成 27）年 12 月、COP21※で京都議定書以来 18 年ぶりの

温暖化防止のための新しい国際的な枠組みである「パリ協定」が採択されるなど温室効果ガス※の削

減等の取組を積極的に推進していくことが世界各国に求められています。 

・ 新興国の経済発展や世界人口の増加により、食料やエネルギーなどの需要が急増する中、いわゆる

「シェール革命※」などにより、国際的な資源・エネルギー事情も大きく変化しており、将来にわた

って安定的に資源を自給する取組がますます重要になっています。 

・ また、東日本大震災における原子力発電所の事故を契機に、エネルギー構造の転換に向けた動きが

広がっており、企業や家庭における省エネルギーの取組をはじめ、水素社会の実現に向けた取組など

が進められています。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 豊かで優れた自然環境と多様なエネルギー資源などを有している本道では、多くの市町村で風力、

バイオマス※といった新エネルギーの事業に取り組んでおり、環境と調和した持続可能な経済社会の

実現モデルとなる可能性があります。 

・ 積雪寒冷・広域分散型という地域特性から、全国に比べて、道民一人当たりの二酸化炭素排出量は

多く、民生（家庭）部門、運輸部門における二酸化炭素排出割合は高くなっており、節電やエコドラ

イブなど身近な暮らしの部分から低炭素化を図ることなどにより、二酸化炭素の排出を抑えていく

取組が求められています。 

・ 一方、先導技術を開発・蓄積する環境・エネルギー産業の育成、地球温暖化防止にも貢献する多様

なエネルギー資源の開発のほか、メタンハイドレート※を含めた海洋資源や炭層メタンガス※、地熱

など本道の多様な地下資源の開発・利用が期待されています。 
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エ 経済成長の動向 

・ 日本経済は、1990（平成 2）年代初頭のバブル崩壊以降、新興国などのめざましい経済成長と比較

し、総じて伸び悩む状況が続いており、2012（平成 24）年末に持ち直しに転じて以降、近年は緩や

かな回復基調にあります。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 本道経済は 1996（平成 8）年度をピークに、マイナス成長の傾向が続きました。 

・ 道内総生産を主な産業別に 2004（平成 16）年度と比較すると、サービス業が増加している一方、

建設業や卸売・小売業、製造業が大きく減少しているほか、基幹産業である農林水産業も減少してい

ます。 

・ 本道は、人口減少・高齢化とそれに伴う財政制約が懸念される中、今後も高い経済成長は困難であ

ると考えられます。 

・ 本道経済が持続的に発展するためには、地域を支える農林水産業の成長産業化をはじめ、食や観光

など本道の強みを 大限活かした海外の成長力の取り込み、さらには、新たな成長産業の育成や、産

業間の連携により付加価値を高める取組を強化することなどが求められています。 

 

 

オ 切迫する巨大地震や激甚化する気象災害 

・ 東日本大震災や熊本地震を通じ、不測の事態に対する我が国の社会経済システムの脆弱性が明ら

かとなりました。今後、高い確率で首都直下地震や南海トラフ地震が発生するという予測のもと、人

的被害に加え、首都圏などに集中する重要機能への甚大な被害が想定されています。 

・ また、平成 28 年 8 月、観測史上初めて北海道に 4つの台風が上陸（7号、11 号、9号）・接近（10

号）するなど、近年、局地的な豪雨や豪雪、火山噴火など、様々な自然災害が発生しており、今後、

災害リスクの高まりや災害発生時の被害の甚大化が想定されています。 

・ このため、強靱な国土を形成していくためには、ソフト・ハード両面における防災・減災対策を進

める必要があります。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 本道は広大な面積と長い海岸線を有し、地震・津波、火山噴火、豪雨、暴風雪、竜巻などといった

様々な大規模自然災害のリスクがあります。 

・ こうした大規模自然災害から道民の生命を守り、本道にとって重要な社会経済機能を維持するた

め、強靱な北海道づくりを総合的かつ計画的に推進する必要があります。 

・ 一方、甚大な被害が想定されている首都直下地震や南海トラフ地震など道外における大規模自然

災害に対し、本道は同時被災の可能性が低いといった地理的優位性などから、本社機能や生産拠点の

本道への移転など企業等のリスク分散の受け皿としての役割や、高い食料供給力や多様なエネルギ

ー資源といった本道の持つ潜在力を活かした産業の育成を通じ、強靱な国づくりに貢献するなど、本

道のバックアップ機能も期待されています。  
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カ 都市部への人口集中と地方の過疎化の進行 

・ 2008（平成 20）年に始まった我が国の人口減少は今後加速的に進み、将来の人口は 2060 年には 1

億人を切る 8,674 万人と推計され、人口減少による消費・経済力の低下は日本の経済社会全体に大

きな影響を及ぼします。 

・ 我が国の人口減少問題は、首都圏をはじめとする都市部に人口が集中し、地方では、若者の人口流

出と低い出生率が同時に進行しており、地域特性に応じた対策が必要となっています。 

 

【北海道の将来展望】 

・ 本道においては、全道の 3 分の 1 以上の人口が札幌市に集中しており、その割合は、2040 年には

40.8％まで上昇すると推測されています。 

・ 多くの市町村は、少子高齢化に加え、道内の中核都市や道外の大都市などへの人口流出により過疎

化が進行することから、こうした人口減少に関する課題認識を共有しながら、子どもを生み育て、住

み続けていく上で、基幹となる産業の一層の振興や、広域的な連携などにより医療・福祉といった行

政サービスが持続的に提供され、就業の場や生活・定住環境を確保する必要があります。 
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2 社会資本整備の現状と課題 

 

我が国の厳しい財政状況の下、持続可能な社会資本整備を実現するためには、限られた財政資源の中

で、社会資本のストック効果を 大限に発揮させるための戦略的なマネジメントが求められています。具

体的には、防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化を基軸とした「人命と財産を守る社会資本整

備」に重点的に取り組むとともに、その上で、ミッシングリンク※の解消、民間投資の誘発等の経済活動

の活性化に寄与する社会資本の経済的な効果の 大化に重点的に取り組む必要があります。 

また、高度経済成長期以降に整備された社会資本の老朽化が今後加速することから、既存施設の安全確

保とメンテナンスに係るトータルコストの縮減・平準化を両立できるよう、戦略的なメンテナンスが求め

られています。これまでに整備されてきた既存施設を有効活用し、その効果が 大限発揮されるよう「既

存施設を賢く使う」取組を充実強化する必要があります。 

北海道は国内の他地域に比べ、広大な面積を有し都市が点在しているため、北海道における社会資本の

持つ意義は大きく、また十分とは言えないことから、今後、既存ストック※の有効活用や環境への配慮と

いった視点を踏まえつつ、北海道や道内各地域にとって必要な社会資本を着実に整備していく必要があ

ります。 

 

ア 社会資本への投資余力の減少等 

  〈現状〉 

・ 道財政は、道債の償還費や高齢者医療費などの義務的経費が増加する一方で、歳入面で道税や地方

交付税が縮減するという構造的な歳入・歳出ギャップが生じる未曾有の危機的な状況に陥り、平成

18 年 2 月に策定した「新たな行財政改革の取組み」に基づいて、歳入・歳出全般にわたる徹底した

行財政改革に取り組んできました。 

・ その結果、目前に迫っていた赤字再建団体への転落を回避するとともに、収支不足額の縮小、道債

残高縮減の目標達成など着実に改善が図られました。しかしながら、平成 28 年度以降も引き続き、

収支不足が生じる見通しにあるなど、道財政はなお厳しい状況にあり、平成 28 年 3 月に「行財政運

営方針」を策定し、公共事業等についても引き続き縮減を行っています。また、市町村においても、

厳しい財政状況などにより投資的経費は減少しています。 

・ また、建設投資の大幅な減少等により建設産業は厳しい経営環境にあるほか、就業者数も大きく減

少し、その年齢階層別構成比は、29 歳以下で特に少なく、50 歳以上で全体の半数近くを占めており、

熟練者から若者への技術・技能の継承が困難となっています。 

 

  〈課題〉 

・ 財政の健全化に向けた取組を進めるなか、限られた財源を中長期的な視点で必要性・優先性の高い

施策・事業に振り向けるという「選択と集中」の観点を、より一層明確にしていくことが必要となっ

ています。 

・ さらに、効果的、効率的に社会資本整備を進めるためには、公共（官）でやらなければならないこ

と、公共と民で協働するもの、民でやってもらうものなど、公共と民の役割分担の視点が必要となっ

ています。  
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イ 加速するインフラ老朽化 

  〈現状〉 

・ 高度経済成長期に集中的に整備されたインフラが一斉に老朽化する懸念があることから、限られ

た財源のなかで、効率的で効果的な維持管理を導入することにより、トータルコストの縮減・平準化

を図るなど、インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することが求められています。 

・ 道が管理する施設のうち施設数が多いものとしては、道路の橋梁が 5,292 橋、樋門などの河川管理

施設が 5,223 基、治山ダムが 24,560 基などとなっています。また、建設後 50 年を経過する施設の

割合は、20 年後には多くの施設で 50％を超え、林道の橋梁や漁港などは 90％を超えます（平成 26

年 3 月末時点）。 

・ 北海道の面積は国土の約 20％を占め、都道府県の中では も広く、東京都の約 40 倍、九州と四国

を合わせた面積も上回り、オーストリアにも匹敵します。また、広大な地域に都市が散在する広域分

散型社会が形成されており、都市間距離が全国の 2 倍であるなど、日常的に広域移動が必要となっ

ています。広大な面積をカバーするため、管理するインフラが他の都府県に比べ非常に多い状況で

す。 

・ このことから、道路や河川などの維持管理水準を確保するため、平成 21 年 4 月に策定した「公共

土木施設の維持管理基本方針（平成 29 年 3 月改訂）」に基づき、施設の利用状況等を踏まえた維持

管理の実施など効率的・効果的な維持管理の取組を進めています。 

・ また、平成 27 年 6 月に策定した「北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）」や、個別施設計画で

ある橋梁や樋門・樋管などの長寿命化計画を策定し、計画的に維持修繕を進め、更新費用の平準化に

取り組んでいます。 

 

  〈課題〉 

・ 平成 24 年 12 月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機に社会資本の維持

管理がより一層注目されるなか、高度経済成長期に集中して整備された橋梁など社会資本の老朽化

が進み、既存ストック※の損傷等の発生に対して、迅速かつ適切な維持管理が求められています。 

・ このため、引き続き、「北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）」に基づき、橋梁、トンネルなど

道が管理する全ての施設について、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握した上で、必

要な対策を実施し、得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期の点検・診断等に活用す

るという「メンテナンスサイクル」の構築及び継続的な発展を推進するとともに、更新費用の平準化

や将来費用の縮減に取り組む必要があります。 
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ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

  〈現状〉 

・ 高規格幹線道路網の整備状況（平成 28 年 4 月現在）は、北海道を除く全国が約 84％の開通率であ

るのに対して、北海道は約 60％にとどまっています。さらに未着手区間の割合は、北海道を除く全

国がわずか約 5％であるのに対して、北海道は未だ約 26％と大幅に着手が後れています。 

・ 北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）が、平成 28 年 3 月 26 日に開業しました。平成 42（2030）

年度末には新函館北斗～札幌間が開業予定であり、観光やビジネスなどにより交流人口の拡大が期

待されています。 

 

 〈課題〉 

・ 経済活動の活性化や地域間交流の促進、救急医療を含めた地域医療体制を支えるため、高規格幹線

道路網などの整備が重要であり、着手済み区間の早期開通及び未着手区間の早期着手や機能強化の

ための追加インターチェンジの増設などを進めていく必要があります。 

・ 北海道新幹線の開業効果を全道に波及させるためには、新幹線駅等の交通拠点から観光地や主要

都市までを円滑で快適に移動できるよう、利用者の利便性の向上を図ることが重要です。また、新幹

線札幌延伸を見据えた交通ネットワークづくりを着実に進めていく必要があります。 

・ 平成 28 年 8 月の台風被害では、道央と道東圏を結ぶ幹線である国道 274 号や、JR 石北線、石勝

線、根室線などが大規模な被災により長期間不通となるなど、道民生活や物流・観光などに大きな影

響を及ぼしました。その中で、道東自動車道が道東と道央をつなぐ大動脈としての機能を発揮し、多

様な交通ネットワークの重要性が再認識されました。今後も代替性が高く災害に強い交通ネットワ

ークづくりを進めていく必要があります。 

・ 人口減少や高齢化の一層の進行など、本道の交通を取り巻く状況が大きく変化するなか、地域で安

全・安心・豊かに生活することができるよう、地域の経済活動や通院・通学など、日常生活を支える

鉄道やバス、離島航路・航空路といった地域交通の安定的・継続的な確保が求められており、国や地

域、交通事業者等と連携した取組を展開していく必要があります。 
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エ 台風等による局地的豪雨、風水害の頻発、巨大地震の発生 

  〈現状〉 

・ 平成 28 年 8 月に北海道で観測史上初めて 4 つの台風が相次いで上陸（7 号、11 号、9 号）・接近

（10 号）するなど、局地的な豪雨・豪雪、竜巻に加え、これまでに経験したことのないような規模

の異常気象も発生してきており、これに伴う洪水や土砂災害、高波・高潮・海岸侵食による被害、交

通障害など大規模な災害が発生しています。 

・ 平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災では、道内においても太平洋沿岸部での津波により、養殖

施設や漁船、港湾施設等が被害を受けましたが、本道には、高い確率で発生が想定されている日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震や、日本海側における地震・津波など自然災害リスクが存在しています。 

 

  〈課題〉 

・ これまでの防災対策の推進に加え、施設では防ぎきれない大洪水や大地震は必ず発生するとの考

えに立ち、被害を 小限にする「減災」の視点に立った取組が必要となっています。 

・ 災害直後からの応急対応や復旧復興対策を迅速かつ円滑に実施するため、緊急時の対応を担う行

政機関の業務の継続性を確保することはもとより、地域の産業活動の早期再開を支援するために必

要な施設の整備についても、地域と連携しながら取り組む必要があります。 

 

 

オ 農水産業の持続的な発展 

  〈現状〉 

・ 本道の農業は、全国の約 4 分の 1 の耕地面積を活かして、大規模で生産性の高い農業を展開して

おり、農業産出額が全国の 1割強、食料自給率（カロリーベース）は全国一位の 197％となっていま

す。 

・ 漁業生産量は全国の 27.6％、生産額は 21.4％を占めており、我が国 大の水産物供給基地として

水産物の安定供給に貢献しています。 

・ 平成 28 年 2 月に TPP 協定※交渉が合意に至るなど貿易の自由化の進展やロシア 200 海里水域にお

けるさけ・ます流し網漁業の禁止、就業人口の減少、高齢化の進行、燃料・資材の高騰など経営を取

り巻く環境が大きく変化しています。 

 

  〈課題〉 

・ 国際化の進展により、安価な輸入品が流入し農水産物の価格が低迷するなど、長期に渡る様々な影

響が懸念されており、また、人口減少による国内需要の縮小や資材等の価格高騰など経営を取り巻く

環境は厳しさを増していることから、将来にわたって本道の農水産業が持続的に発展していくこと

ができるよう、農業基盤や水産基盤整備を推進していく必要があります。 
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カ 自然共生社会の形成 

  〈現状〉 

・ 本道は、世界自然遺産※の知床など世界にとってかけがえのない豊かな自然環境を有し、また、動

植物の分布も本州とは大きく異なり独自の豊かな生物相を示しています。この豊かな自然環境を形

成する生物多様性の保全及び持続可能な利用を図ることにより、恵まれた自然と共生する地域社会

を形成し、次世代に引き継ぐことが重要となっています。 

 

  〈課題〉 

・ 地球温暖化防止対策などの森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させるため、着実な森林の保全・

整備などを進めることが必要となっています。 

・ また、河川、湖沼、湿原、海域等の自然環境及び水環境の保全・再生を推進するとともに、自然環

境が有する多様な機能を積極的に活用するグリーンインフラ※の取組が必要となっています。 

・ さらに、北海道の個性的な景観を継承するとともに、北海道らしい良好な景観の形成を促進する必

要があります。 

 

 

キ 北海道強靱化計画の推進 

  〈現状〉 

・ 平成 23 年の東日本大震災の経験を通じ、国においては、平成 25 年に「強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を施行し、平成 26 年には今後の大規模

自然災害等に備え、事前防災及び減災に係る施策を総合的に推進するため「国土強靱化基本計画」を

閣議決定しました。 

・ 本道においても、大規模自然災害から道民の生命・財産を守るとともに、北海道の強みを活かし国

全体の強靱化に貢献するバックアップ機能を発揮するため、国土強靱化基本法第 13 条に基づく国土

強靱化地域計画として平成 27 年 3 月に「北海道強靱化計画」を策定し、北海道における国土強靱化

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしています。 

 

  〈課題〉 

・ 道は強靱化計画の推進にあたり、知事を本部長とする「北海道強靱化推進本部」を設置し、全庁 

横断的な体制の強化を図ったほか、国等に対し、強靱化の推進に必要な予算の確保をはじめ各種支 

援制度の創設などについて、提案や要望を行っていますが、北海道の国土強靱化を推進するために

は、道のみならず国、市町村、民間の関係者が多岐にわたる施策を総合的かつ効果的に実施していく

ことが重要であり、関係機関が連携し、適切な役割分担のもとで積極的に取り組む必要があります。 
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3 社会資本整備のめざす方向 

 

この方針では、限られた財源を中長期的な視点で必要性・優先性の高い施策・事業に振り向けるという

「選択と集中」の観点に立って、北海道や道内各地域にとって必要な社会資本整備を着実に推進するた

め、時代の潮流や本道が抱える課題などを踏まえるとともに、「北海道総合計画（H28～H37）」のめざす姿

の実現を支えるという観点から、次のような「基本姿勢」のもと、社会資本整備のめざす方向を定め、そ

の実現に向けて 3つの「重視すべき視点」と 6つの政策の柱を設定しています。 

 

（1）基本姿勢 

 

「選択と集中」の観点に立った戦略的・効果的な整備と既存ストック※の有効活用や 

適切な維持管理 

 

・ 社会資本は、北海道の産業活動や暮らしを支え、地域の発展に寄与してきました。今後とも、力強

い経済構造や安全で快適な暮らしの実現に向けて、必要な社会資本の整備を着実に進める必要があ

ります。 

・ しかし、人口減少などによる投資余力の減少により、今後はこれまでのような規模で社会資本の整

備を続けていくことが困難になっており、必要性や緊急性を見極め、重点化した上で「ソフト対策」

と「ハード対策」を適切に組み合わせて効果的に取り組むことや、防災・減災対策を講じる際には、

災害時などに効果を発揮するだけではなく、地域での多面的な利用など平時においても活用できる

よう工夫するなど戦略的・効果的に整備を進めていく必要があります。 

・ また、高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化が急速に進行しており、維持管理や更新に要

する費用の増加が懸念されています。このため、既存ストック※の計画的な維持修繕による予防保全

対策の実施など社会資本の長寿命化を進め、更新費用の平準化やライフサイクルコスト（生涯費用）

の縮減を図り、道民が安全に安心して利用できる社会資本の機能を保全することがこれまで以上に

重要となっており、こうした観点から適切な維持管理を進める必要があります。 

 ・ このようなことから、この方針では、「選択と集中」の観点に立った戦略的・効果的な整備と既存

ストック※の有効活用や適切な維持管理を社会資本整備に当たっての基本姿勢としています。 
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（2）社会資本整備のめざす方向 

 

将来にわたって安全・安心で心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会の構築 

輝きつづける北海道 

 

・ 本道には、優れた自然環境や多様なエネルギー資源など、他の地域には見られない、本道ならでは

の独自性や優位性の源となる価値があります。こうした価値を見つめ直し、冬の寒さや積雪といった

厳しい自然条件の中で培われた独自の文化や技術、食と観光などは本道の大きな強みととらえ、様々

な強みを活かした取組を積極的に進めていく必要があります。 

・ また、本道経済が持続的に発展していくためには､これまでの取組による経済の活性化の｢芽｣を着

実に育てるとともに、地域に根付かせ、それぞれの地域が輝き、住んでいる人が未来に夢と希望を持

つことができる持続可能で活力ある地域づくりを進め、未来を担う子どもたちにしっかりと引き継

いでいく必要があります。 

・ 「北海道総合計画（H28～H37）」では、世界に誇れる北海道の魅力を磨き、育て、様々な強みを活

かし、人口減少・高齢化の急速な進行といった『地域の存亡に関わる危機』を乗り越え、将来にわた

って安全で安心して心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会の形成をめざすといった考

え方に立って、「輝きつづける北海道」をめざす姿としています。 

 ・ こうしたことから､この方針においても、「将来にわたって安全・安心で心豊かに住み続けることが

できる活力ある地域社会の構築」を社会資本整備のめざす方向として取組を進めます。 
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4 重視すべき視点と政策の柱 
 

(1) 重視すべき視点 

 

 ・【生活・安心】いつまでも元気で心豊かに安心して暮らす地域づくり 

 ・【経済・産業】本道の強みを活かし持続的な経済成長を実現する地域づくり 

 ・【 人 ・地域】人と地域を支える基盤づくり 

 

 この方針では、今後の社会資本整備のめざす方向の実現を図るため、「生活・安心」、「経済・産業」、「人・

地域」の 3つの「重視すべき視点」を設定し、多様な主体と連携・協働しながら、地域の個性を活かした

経済の活性化や安全で安心な暮らしを支えるとともに、豊かな地域資源を活かし、防災・減災対策など強

靱な地域づくりを支える社会資本整備を進めていくこととしています。 

 

(2) 政策の柱 

この方針では、今後の社会資本整備のめざす方向の実現に向けて「生活・安心」、「経済・産業」、「人・

地域」の 3つの重視すべき視点に立って、次の 6つの柱に沿って社会資本整備を推進します。 

 

1）豊かな自然環境の保全と安全・安心な環境づくり 

○ 豊かで優れた自然・生物多様性の保全とその継承 

・ 本道の自然公園や自然環境等保全地域、知床世界自然遺産※、ラムサール条約湿地※など、優

れた自然環境の価値を見つめ直し、本道の貴重な資産として後世につなげるため、その保全や適

正利用を促進します。 

・ 生活環境や生態系の保全、水源の涵養や二酸化炭素吸収源などの公益的機能※を発揮するため

の持続可能な森林づくりや、生態系や景観に配慮した川づくりなどに取り組みます。 

・ 生物多様性保全の観点から、希少種の保護や外来種の防除、野生生物による農林水産業被害の

軽減に向け、生息・生育状況等の現状把握に努め、適正な保護管理を推進します。 

○ 環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築 

・ 地球温暖化対策を推進するとともに、太陽光、風力、水力、バイオマス※、地熱、雪氷など、

本道の豊富な再生可能エネルギー※の導入を促進するほか、使用時に二酸化炭素を排出しない水

素エネルギー※の活用に向け、産学官が連携して取組を進めます。 

・ 3R※のうち、特に 2R（リデュース（発生抑制）、リユース（再使用））のより一層の推進、リサ

イクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興を図ります。 

○ 安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進 

・ 子育てに配慮した公営住宅や公園の整備促進など、子育て支援の充実を図ります。 

○ 安心で質の高い医療・福祉サービスの強化 

・ 安心できる地域医療体制の整備を進めるとともに、サービス付き高齢者向け住宅※の適切な供

給など、高齢者のニーズに応じた多様な住まいづくりや、高齢者や障がいのある方々、子どもな

どの地域の住民が一緒に利用し、必要な福祉サービスを受けられ、コミュニティ活動の中心とな

る拠点づくりを進めます。 
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○ 道民生活の安全の確保と安心の向上 

・ 交通事故死ゼロをめざすため、安全・円滑な道路交通環境の整備などを進めます。 

・ 消費者に信頼される良質で安全・安心な食品の提供と豊かな食生活の実現に向け、生産から

流通、消費に至る各段階での食品の安全性・信頼性の確保などに取り組みます。 

○ 安全・安心な生活の基礎となる防災体制の確立 

・ 大規模自然災害の発生時に、住民などの避難対応を迅速に行うため、火山噴火、土砂災害、大

規模津波、豪雨、暴風雪など、災害の態様に応じた警戒避難体制の整備・強化を進めるととも

に、住民、外国人を含む観光客に対する災害情報の伝達や避難誘導体制の整備を進めます。 

 

2）強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮 

○ 大規模自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服 

・ 地震による建築物の倒壊に伴う人的・物的被害の発生を防止するため、住宅や多数の方が利用

する建築物の耐震化を促進します。 

・ 避難や救急救援活動などに必要な緊急輸送道路・避難路の整備や道路施設などの防災対策の

計画的な実施と適切な維持管理を推進します。 

・ 道路施設をはじめ治水・砂防・海岸保全など防災上重要な公共施設の整備や適切な維持管理を

推進します。 

○ 被災リスクの 小化に向けたバックアップ機能の発揮 

・ 食料やエネルギーの供給拠点として、本道のみならず国全体の強靱化に貢献するため、いかな

る事態においても安定した食料供給体制を維持するための生産基盤の整備、再生可能エネルギ

ー※の導入拡大、送電網や情報通信インフラの整備など、バックアップ機能の強化に向けた取組

を推進します。 

 

3）農林水産業の持続的な成長 

 ○ 潜在力のフル発揮で地域の経済・社会を支える農業・農村づくり 

 ・ 我が国の食料自給率の向上に貢献するための生産基盤の整備を進めるとともに、農地の集約化

等による生産コスト・流通コストの低減等を通じた所得の増加や雇用の安定を図り、農業の競争

力を強化します。併せて、農畜産物や食品の輸出促進に向けた環境整備など、国内外の食市場を

取り込む付加価値の高い農業の推進に取り組みます。 

 ○ 水産物の安定供給を担い地域を支える活力ある水産業・豊かな漁村づくり 

 ・ 安全・安心な水産物を安定的に供給し、水産物の競争力の強化や更なる輸出拡大を図るため、

衛生管理型漁港施設などの整備を進めるとともに、快適で活力ある漁村づくりを進めるため、防

災機能の強化など安全な漁港づくりや生活環境基盤などの整備を推進します。 

 ○ 林業・木材産業の振興を図り、資源の循環利用を進める森林づくり 

 ・ 地域の特性に応じ、森林資源の循環利用を進めるため、地球温暖化の防止や国土の保全、生物

多様性の保全、木材生産など、期待される機能の発揮に向け、植林、間伐といった森林の整備・

保全などに取り組み、林業・木材産業の振興を図ります。  
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4）地域の特色を活かした産業の活性化 

 ○ 新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進 

・ 太陽光や風力・地熱など、全国トップクラスの賦存量を誇る多様な新エネルギーを有効に活用

した自立・分散型エネルギーの導入を推進します。 

 ○ 海外の成長力を取り込んだ経済の持続的発展 

 ・ ASEAN※をはじめとした海外に北海道産食品を積極的に売り込むため、空港港湾における物流

機能の整備充実など食の輸出拡大戦略の基本戦略である商流・物流網の整備を推進します。 

 ○ 食や自然環境など豊富な資源を活かした滞在交流型の観光地づくり 

 ・ 国際競争力のある質の高い観光地の形成に向け、地域の資源を活用し、産業や暮らし・文化等

に触れる滞在交流型の観光地づくりを進めます。 

 ・ 本道観光の成長を支える外国人観光客を更に増加させるため、道内空港への国際航空路線の誘

致及び空港機能の強化を図ります。また、交通ネットワークの充実、Wi-Fi※環境の整備、観光主

要施設における多言語対応の強化、ムスリム対応など、外国人観光客が安心して快適に旅行でき

る受入体制の整備を促進します。 

 

5）グローバル化に対応した活力ある社会の構築 

 ○ 協働によるまちづくりの推進と地域の可能性を広げる ICT※の活用 

 ・ 日常生活に必要不可欠な生活交通の確保など、安心して暮らしていくために必要となる生活支

援に関する取組を進めるとともに、持続可能で質の高い暮らしをめざし、街並み・景観への配慮

や低炭素、エネルギーの地産地消、資源の域内循環などの取組と連携させた協働によるまちづく

りを進めます。 

 ・ 医療、教育、防災や産業など様々な分野における ICT※利活用を推進し、住み慣れた地域で安

全・安心で快適な暮らしができるよう、情報通信基盤の整備を推進します。 

 ○ ふるさとの歴史・文化の発信と継承 

・ アイヌ文化の保存・伝承を促進し、アイヌ文化の振興を図るとともに、アイヌの人たちの伝統

や文化に関する理解の促進に取り組みます。 

○ 個性と魅力を活かし様々な連携で支え合う地域づくり 

・ 市町村が様々な行政サービスを持続的に提供できるよう、地域の実情や特性に応じた広域連

携に取り組むとともに、大都市機能の活用、国内外との連携・交流の促進や、広域連携を支える

交通・情報ネットワークの形成を進めます。 
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6）持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備 

○ 産業活動や暮らしを支える社会資本の戦略的・効果的な整備 

・ 社会資本の多くは、高度経済成長期以降に集中して整備されており、今後、一斉にその更新時

期を迎えます。道民の暮らしに必要なインフラ機能の確保に向け、施設の定期的な点検・診断結

果に基づく計画的な修繕や更新といったメンテナンスサイクルの構築や、予防保全の考え方を

導入した「北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）」に基づき、既存施設の長寿命化を図るな

ど、社会資本の効率的・効果的な維持管理・更新等を図ります。 

○ 連携と交流を支える総合的な交通ネットワークの形成 

・ 新幹線や海外との航路・航空路の拡充により期待される国内外との人流・物流の拡大を一層促

進するため、北海道新幹線の札幌延伸に向けた整備促進や新千歳空港の国際拠点空港化の促進

をはじめ、鉄道、航空路、航路といった基幹的な交通ネットワークや交通基盤の充実を図るとと

もに、冬期間を含めた道外との安定的な高速交通アクセスを確保するなど、戦略的な交通ネット

ワークの構築を図ります。 

・ 国内外との人流・物流の拡大効果を全道に波及させるとともに、本道の強靱化を推進するた

め、空港・港湾などの交通拠点の機能強化を図るほか、高規格幹線道路の整備、民間活力の導入

や空港間連携による道内航空ネットワークの拡充といった高速交通体系の形成促進、物流効率

化に向けた基盤の強化など、道内交通体系の充実・強化を図ります。 

 

                      【重視すべき視点に立った社会資本整備の取組】 
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5  社会資本整備の推進 

 

（1）優先的に整備すべき社会資本（優先度の導入） 

この方針では、限られた財源の中で、「選択と集中」の観点を一層具体化し、優先的に整備する社会

資本を明らかにするため、政策を実現するための方策である「施策」と施策を実現するために行う「事

業」の両面に着目し、社会資本の整備に優先度を導入しています。 

 

1）施策優先度 

全道的観点からの優先度に加え、各地域における施策の展開方向を反映するため、地域における優先

度も設定しています。 

 

2）事業優先度 

道が事業主体の事業を対象として、事業の効果等の観点から、事業の優先度を設定しています。 
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（2）相乗的に効果を発揮させる基本的事項 

社会資本整備の推進に当たっては、各地域の特性を踏まえた施策展開を図るため、重点戦略計画であ

る「北海道創生総合戦略」及び「北海道強靱化計画」の施策を長期的な展望に立って重点的に推進する

とともに、特定分野別計画である「北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道観光のくにづくり行動計

画」、「北海道交通ネットワーク総合ビジョン」や、地域計画である「連携地域別政策展開方針」などを

踏まえつつ、地域の発展に向けた各種事業・施策等について、国・道・市町村との調整や住民との協働

による地域づくりなどを進めるほか、相乗的な効果を発揮させる次に掲げる基本的事項について推進

します。 

 

ア 効果的・効率的な維持管理 

 施設管理の現状と課題を踏まえ、施設の長寿命化や必要な機能の適正化など、総合的かつ計画的な

維持管理・更新等を着実に推進することにより、道財政への負担軽減を図るとともに、道民が安全に

安心して利用できる社会資本の保全を図ります。 

 

（ア）メンテナンスサイクルの構築 

利用状況や自然環境等に応じ、時々刻々と変化する劣化や損傷の状態を的確に捉え、施設の状態

に応じた効果的な維持管理を行っていくため、将来にわたって持続可能なメンテナンスサイクル

を構築するとともに、次期点検・診断に活用するなど継続的に発展させていきます。（北海道イン

フラ長寿命化計画（行動計画）13 頁を参照） 

  

（イ）トータルコストの縮減・平準化 

厳しい財政状況下で、必要な取組を確実に実行し、取組を持続可能なものにするため、施設機能

の維持向上を図りながら中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や財政負担の

平準化を図ります。（北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）19 頁を参照） 

 

（ウ）住民との協働による社会資本の維持管理 

   住民と行政の協働による地域づくりを進めるため、地域の生活道路など身近な社会資本につい

ては、地域住民が自主的に清掃や美化活動を行うなどの取組を促進します。 

   また、NPO との連携強化などによる住民と行政の役割分担の見直しを行い、効果的・効率的な

維持管理を進めます。 
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イ コスト構造改善の取組 

   国では、今までのコスト縮減のみを重視した取組から、コストと品質の両面を重視する取組への転

換を図ることとし、これまでの「総合的なコスト縮減」から、VFM※ 大化を重視した「総合的なコス

ト構造改善」を推進することとして、「公共事業コスト構造改善プログラム」を策定しました。 

道としても、平成 21 年度に「北海道公共事業コスト構造改善プログラム」を策定し、公共事業の

品質確保に配慮しつつ、より一層のコスト縮減対策を進めていきます。 

 

 

  ウ 民間能力の活用による取組 

  道では、施設管理等における民間ノウハウの活用や、民間資本等の活用による総事業コストの削減

という観点に基づき、平成 17 年に「道立噴火湾パノラマパーク」を PFI※方式により整備しました。

その後、平成 23 年 6 月に「PFI 法」が改正され、民間事業者が公共施設等の運営権を取得する「コ

ンセッション方式※」の導入や、賃貸住宅や船舶・航空機などへの PFI※対象事業の拡大が図られまし

た。今後とも行政運営の一層の効率化や社会資本の有効活用を図るため、引き続き空港運営の民間委

託に向けた取組をはじめ、公共施設への PPP※／PFI※の導入など民間能力の活用に向けた検討を行い

ます。 

 

 

 エ アカウンタビリティの取組 

  道においては、平成 12 年度に「社会資本整備に関する説明責任（アカウンタビリティ）の推進指

針」を策定し、それに基づき、平成 13 年度から関係部局ごとに「推進計画」を策定し、政策の企画

立案から事業完了後までの各事業実施段階において事業計画概要・単年度事業実施内容・入札執行状

況・政策評価などを実施機関のホームページ等で公開するとともに、道民から寄せられた意見の反映

に努めてきており、引き続きこうした取組を進めていきます。 

 

 

オ 国や市町村との連携・支援 

社会構造の変化などに対応し、将来にわたってインフラを適切に管理できるよう、国や市町村との

情報共有など広域的な連携に努めるとともに、将来のインフラの適正化やより効率的な管理手法な

どについての地域における取組の推進に努めます。 

特に市町村に対しては、維持管理・更新等に係る要望や相談等の窓口となるほか、道の取組や予算

補助制度について情報提供を行うなど、国とも連携しながら支援に努めます。 
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 カ 品質の確保と担い手の確保・育成 

生産年齢人口の減少が見込まれるなかで社会資本整備の着実な実施を図るためには、担い手を安

定的かつ持続的に確保・育成するとともに現場の生産性向上に向けた取組を徹底する必要がありま

す。 

北海道においては関係機関が連携して、担い手の確保・育成の取組を進めることが不可欠であると

いう目的意識のもとで、業界団体、教育機関、行政機関等の関係機関が「北海道建設産業担い手確保・

育成推進協議会」を設立しており、今後は同協議会を中心に、技術者・技能労働者の育成や建設産業

の効果的な PR 等の多様な取組を推進します。 

また、品確法等に基づき、現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確

保・育成を図るため、「北海道ブロック発注者協議会」等により発注者間の連携体制を強化し、必要

な情報交換や連絡調整を行うとともに、各発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図り、各発

注者における発注関係事務の適切かつ効率的な実施を推進します。 
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6 方針の推進体制 

 

（1）推進体制 

  この方針の実効性を確保するため、次のような体制で取り組みます。 

・ 「社会資本整備推進会議」など、道の組織が一丸となって、より一層の効果的・効率的な事業の執

行に努めていきます。また、この会議の下、公共施設等の老朽化対策の推進を担う専門部会として

「インフラ長寿命化推進会議」を設け、計画の推進管理を行います。（平成 26 年 7 月 3日設置） 

・ 国に対しては、毎年度の国費予算要望をはじめ、「直轄事業に係る連絡調整会議」など、様々な機

会をとらえて、北海道の取組について一層の理解と協力を求めていきます。 

・ 環境と経済が調和する地域づくりを進めるため、市町村、国と道、関係機関などで構成する    

「地域づくり連携会議」などの活用を図っていきます。 

 

 

（2）推進方法 

 ア 政策評価との連携 

   この方針の推進に当たっては、「北海道政策評価条例」に基づく政策評価と十分な連携を図ります。 

 

 イ 国費予算要望や道予算への反映 

  社会資本整備関係予算については、この方針における「施策優先度」及び「事業優先度」を踏まえ、

毎年度の国費予算要望の重点化を図るとともに、道の予算編成における関係予算についても、「施策

優先度」及び「事業優先度」の考え方などを踏まえた予算計上に努めます。 

 

 ウ 交付金事業の活用 

    交付金事業をより一層有効に活用し、整備や維持管理を進めていくため、より自主性・裁量性が発

揮できる制度となるよう国に求めていきます。 

 

 

（3）推進管理 

「施策優先度」や「事業優先度」に応じた事業の状況など、この方針の取組状況について、毎年度

把握を行うなどして、実効性の確保に努めます。 

また、「施策・事業優先度」編における施策・事業優先度設定の考え方等は、経済社会情勢の変化

に対応するため、定期的に点検を行い、必要に応じて評価・見直しを図ります。 

なお、本方針に掲載しているデータ等の更新や地域優先度の削除・追加については、国の予算制度

の変更など社会資本整備を取り巻く情勢に大きな変化があった場合には、庁内の社会資本整備推進

会議による合意のもとに、適宜修正を図ります。 
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施策・事業優先度編 
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1 施策優先度 
 

（1）施策優先度設定の考え方 

ア 対象とする施策 

この方針では、優先度設定の対象とする施策は、「北海道総合計画（H28～H37）」の政策展開の基本

方向に示している取組のうち、社会資本整備に関連するものを取りまとめ、これまでの「ほっかいど

う社会資本整備の重点化方針（H25.6）」の施策を参考にしながら整理した 57 の施策としています。

（別表 1） 

なお、維持管理や長寿命化、災害復旧などは、最優先に取り組むべきものであることから、優先度

設定の対象としていません。 

 

 イ 施策優先度の区分 

・ 施策優先度は、全道的な観点からの「全道優先度」と各連携地域における「地域優先度」を併せて

設定しています。なお「全道優先度」と「地域優先度」の意味合いや活用は同じ取扱いとしています。 

 ・ 施策優先度は、次のとおり、Ａ、Ｂ1、Ｂ2、Ｃの 4つのグループに区分しています。 
 

グループＡ ：早期の効果発現を目指し優先的に取り組む施策 

グループＢ1：優先的に取り組む施策 

グループＢ2：計画的・段階的に取り組む施策 

グループＣ ：既存ストック※の有効活用などを中心に取り組む施策 

 

【施策優先度決定までの流れ】 

    「施策優先度」の設定は、次のようなプロセスを経て行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）全道優先度 

当面実施する必要性の高い施策を明らかにするため、「いつまでも元気で心豊かに安心して暮らす地

域づくり」や「本道の強みを活かし持続的な経済成長を実現する地域づくり」、「人と地域を支える基盤

づくり」といった 3つの「重視すべき視点」に加え、一層の「選択と集中」の観点に立って、時間の視

点である「緊急性」、効果の視点である「波及性」の 2つの視点を設定し、これらの 3つの視点により

全道的な観点から施策優先度を設定しています。 

さらに、「北海道総合計画（H28～H37」の重点戦略計画である「北海道創生総合戦略」及び「北海道

強靱化計画」との整合についても検証しています。 

素　案 原　案 案

総合
計画

社会資本
の施策

重視す
べき視点

緊急性 波及性
全
道

全
道

道
南

～
道
央

全
道

道
南

～
道
央

政策1 施策1 ○ ○ ○ Ａ Ａ Ａ

政策2 施策2 ○ ○ B１ B１ B１

施策3 ○ ○ B２ B２ B１ B１

～ 施策4 ○ Ｃ Ｃ B２ Ｃ B２

～ ○ ○ B１ B１ B１

政策52 ～ ○ ○ B２ B２ B１ B２ Ｂ１

政策53 施策57 ○ Ｃ Ｃ Ｃ

施
策
優
先
度

（
方
針
決
定

）

道民意向等の把握（道民ニーズ調査等の分析、市町村等からの意見聴取、パブリックコメント、関係団体に対するアンケート調査）

施

策

優

先

度

の

設

定

施

策

優

先

度

の

設

定

全
道
優
先
度
の
設
定

地
域
優
先
度
の
設
定
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ア 優先度設定の視点 

ａ 重視すべき視点 

「基本方針」編で示した「重視すべき視点」の「いつまでも元気で心豊かに安心して暮らす地域づく

り」や「本道の強みを活かし持続的な経済成長を実現する地域づくり」、「人と地域を支える基盤づく

り」に沿って、実施されるかどうか。 

【具体的判断基準】 

「基本方針」編で示した次の重視すべき視点に立った政策の柱（6つの柱）のいずれかに位置付けら

れること。 

    ① 豊かな自然環境の保全と安全・安心な環境づくり 

   ② 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮 

   ③ 農林水産業の持続的な成長 

   ④ 地域の特色を活かした産業の活性化 

   ⑤ グローバル化に対応した活力ある社会の構築 

     ⑥ 持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備 

 

ｂ 緊急性（時間の視点） 

すでに明らかな課題や近い将来予想される課題の解消に向け、緊急に実施する必要があるかどうか。 

【具体的判断基準】 

（ａ）対象期間内に実施しないと効果が出ない、又は損失が大きいこと。 

 ① 対象期間内に取り組むべき重要な施策で、先送りをした場合、他の施策と時期を調整する必要な

どから、効果の発現が妨げられる、又は経済波及効果などの観点から、本道にとって著しい損失が

見込まれる。 

  ②  対象期間内に当該施策に取り組んだ場合、コスト縮減効果が見込まれる。 

（ｂ）直面する課題の解決や近い将来予想されるリスクの回避のため、緊急的な対応が社会的に要請さ

れていること。 

①  人口減少、少子化、超高齢社会への対応 

  ②  食料自給率の低迷、地球温暖化、国土の脆弱性の克服など新たな国づくりへの貢献 

  ③  道民の生命や生活に影響を及ぼすような、差し迫った課題への対応 

 

ｃ 波及性（効果の視点） 

   施策の効果が幅広い分野や地域に波及し、大きな効果が得られるかどうか。 

 【具体的判断基準】 

（ａ）本道の持つ食や観光、自然環境といった優位性の拡大を効果的に推進すること。 

（ｂ）直接的・間接的効果が他産業、他分野、他地域（道外を含む）に波及し、「北海道総合計画（H28

～H37）」に掲げられている指標の進捗や本道経済の活性化、道民生活の利便性の飛躍的な向上、我

が国全体のリスク低減等に大きく貢献するなど、総合的な効果の広がりが見込まれること。 
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イ 施策優先度設定の仕組み 

      次のフローにより４つのグループに区分しています。 
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（3）地域優先度 

各連携地域において、地域に根ざした政策展開を図るため、市町村等の意向も取り入れながら、地

域の実情に沿った、地域における施策優先度を設定しています。 

 

ア 政策展開方針の反映 

     連携地域ごとに策定される「連携地域別政策展開方針」との整合を図っています。 

 

イ 市町村等の意向の反映 

市町村等に対して意見照会を行うことにより、地域の意向も取り入れながら、地域優先度を設

定しています。 

 

（4）道民意向の反映 

「全道優先度」、「地域優先度」の設定の過程においては、市町村等からの意見聴取や、「新しい北

海道総合計画策定等に係る道民意向調査（平成 27 年度）」の分析、「平成 28 年度道民意識調査」の結

果等により、道民意向の反映に努めています。 

 

（5）施策優先度の設定結果 

「全道優先度」及び「地域優先度」について、別表 1のとおり設定しています。 

   なお、施策優先度の設定に当たっては、 

・法令、政府方針、条例で実施時期が外部的に規定され、特に緊急性の高い施策として認められる

もの 

・国際条約などに関連し、国家的な重要課題と位置づけられている施策として認められるもの 

なども含め、総合的に勘案して設定しています。 

 

（6）施策優先度の活用 

「施策優先度」については、毎年度の国費予算要望の重点化や道の予算編成における関係予算にも

反映させるほか、「事業優先度」を設定する際に活用します。 
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2 事業優先度 

 

（1）事業優先度設定の考え方 

ア 対象とする事業 

この方針では、優先度設定の対象とする事業は、道が事業主体として、社会資本を直接整備するも

のとしています。ただし、維持管理や長寿命化など次の事業については設定の対象としていません。 

 補助・交付金事業のうち 

・施設の機能を保全するための維持管理や長寿命化などに係る事業 

 道単独事業＊のうち、 

・災害への対応や地域の実情に応じて緊急的に実施する事業 

・施設の機能を保全するための維持管理に係る事業 

・公共事業等に係る事前調査 

・施設等建設事業 

＊道単独事業 

国庫補助の対象とならない地方債を活用した道路や街路の整備、道単独の道路及び河川の清掃、草

刈、道立施設の整備等、道が単独で実施する社会資本整備のための事業等 

 

イ 事業優先度の区分 

事業ごとに設定する「事業優先度」は、次のとおり「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」の 3つのグループに区分し

ています。 

・ グループⅠ：早期効果発現を目指し優先的に進める事業 

・ グループⅡ：計画どおりに進める事業や新規に取り組む事業 

・ グループⅢ：予算との調整により、その都度優先度を検討する事業 

 

ウ 事業優先度設定の仕組み 

「事業優先度」については、「施策優先度」と「事業のランク」を次のとおり組み合わせて、設定

します。 

【施策優先度と事業のランクの組み合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、「グループⅠ」の事業であっても、他の優先的に進める事業との調整やその他特殊事情

によるものはこの限りではありません。 

ランク１ ランク２

Ａ

Ｂ１ Ⅰ Ⅱ

Ｂ２ Ⅱ Ⅲ

Ｃ Ⅲ

事業のランク

施
策
優
先
度

Ⅰ
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（2）事業のランクの考え方 

ア 事業のランクの設定 

「事業のランク」は、事業ごとに、地域重視、政策重視、事業効果の 3つの視点により、効果等の

高いものを「ランク 1」、低いものを「ランク 2」とする 2段階に区分し、設定します。 

 

イ 事業のランクの基本的な視点 

 

① 地域重視の視点 

   ・ 「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェクトへの位置づけが明確なもの 

   ・ 「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要不可欠なもの 

    ・ 地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠なもの 

 

 

② 政策重視の視点 

    ・ 国や道の重点政策などにおける位置づけが明確なもの 

    ・ 「北海道総合計画(H28～H37)」の特定分野別計画を推進する上で、特に貢献度の高いもの 

 

 

③ 事業効果の視点 

    ・ 「北海道総合計画(H28～H37)」の指標の進捗に対する貢献度の高いもの 

    ・ 施策の目的を達成する上で、特に事業効果の大きいもの 

    ・ 事業間連携などによる事業効果の早期発現や効果的・効率的な事業の実施が可能なもの 

（直轄・補助の連携、ハード・ソフトとの連携 等） 
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ウ 事業のランクの区分 

「事業のランク」は、イの基本的な視点から設定します。 

 

・ ランク 1：「地域重視の視点」又は「政策重視の視点」に該当し、 

かつ、「事業効果の視点」に該当するもの 

・ ランク 2：上記以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）事業優先度の設定結果 

      （1）及び（2）の考え方に基づき、事業の目的や効果等が同じものを類型別（個別事業の集まり）

に整理した「事業優先度設定の手引き」を策定し、関連する施策や事業のランクの具体的判断基準な

どを示します。 

 

 

（4）事業優先度の活用 

      「事業優先度」については、毎年度の事業執行に当たり、必要性・優先性の高い事業に予算を振り

向ける手立てとして活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道が事業主体

の事業

「地域重視の視点」

又は

「政策重視の視点」

に該当するか

「事業効果の視点」

に該当するか
ランク１

ランク２

事業のランク設定のフロー

凡 例

ＹＥＳ

Ｎ Ｏ
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A 0 0 0 0 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0

（別表１） 施策優先度 B2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0

道
　
南

道
　
北

オ
ホ
ー

ツ
ク

十
　
勝

釧
路
・
根
室

道
　
央

101
ユニバーサルデザインの視点
に立った人にやさしいまちづ
くり

バリアフリーはもとより、介護にも配慮し、多様な住
まい方などに対応した公営住宅の整備や、シルバーハ
ウジング住宅などの供給を促進する。また、高齢者や
障がいのある方々も含めたすべての人が健康づくりや
余暇活動を行える公園を整備する。

B1

103
持続可能なコンパクトなまち
づくり

持続可能なコンパクトなまちづくりのため、地域に応
じたまちなか居住のための住宅、上下水道、公園、街
並み環境の整備や市街地再開発などを促進する。

B2 B1

106 環境に配慮したまちづくり
公共水域の水質保全を目的とする下水道の整備や改築
を行う。また、環境負荷の低減に配慮した公営住宅の
整備を行う。

B2

108 災害に強いまちづくり

防災公園や下水道などの防災施設の整備や耐震不燃性
を確保した公営住宅などを整備する。また、耐震診断
が義務化された大規模建築物や学校施設をはじめとし
た地震など災害発生時における防災拠点となる建築物
のほか、住宅やライフラインである水道施設の耐震化
を推進する。

A

109
北方領土隣接地域の振興等対
策の推進

北方領土に隣接する根室地域の振興及び住民生活の安
定を図るため、基幹的な産業振興に資する事業を実施
するとともに、教育、文化、生活環境及び厚生施設並
びに交流推進に資する施設などを整備する。

A

110
水資源の確保と保全のための
施設整備

恵まれた水資源の確保と保全を図るため、ダムなどの
水利用に必要な施設を整備する。 C

111
新エネルギーの開発・活用促
進と送電網の整備推進

道内に豊富に賦存する再生可能エネルギー※の開発、導
入を促進し、多様な電源構成のもとで安定した電力供
給を行っていくため、道内の送電網の整備や北本連系
設備の増強に向けた取組を促進する。

B2 B1

201
高齢者や障がいのある方々等
のための社会福祉施設等の整
備

高齢者や障がいのある方々、子どもなど地域住民が健
康で生き生きと暮らすことのできる社会を築くため、
老人福祉施設及び障がい者の地域生活を支援する通所
施設などの社会福祉施設やコミュニティ活動の拠点と
なる施設等を整備する。

B1

202
子育て支援住宅の普及促進な
ど子どもを安心して育てられ
る環境づくり

子育て環境を充実させるため、子育て支援住宅の普及
促進を進めるとともに、保育所などの老朽施設の更新
や新たなニーズに対応できる施設を整備する。

A

203
(1)

子どもを安心して産み育てら
れる保健医療施設の整備

子どもを健やかに産み育てる環境づくりのため、小児
医療・周産期医療施設などを整備する。 B1

203
(2)

小児救急医療体制の充実
小児救急医療体制の充実を図るため小児救命救急セン
ターや病院群輪番制病院などを整備する。 B1

204 地域のための医療施設の整備

どこに暮らしていても必要な医療が受けられるよう地
域の中核医療機関である地方・地域センター病院やへ
き地などにおける医療施設を整備する。また、地方・
地域センター病院での遠隔画像診断システムなどのIT
化遠隔医療の推進を図る。

B2

205
(1)

救急医療施設の整備
救急医療体制の確立を図るため、救命救急センターな
ど、救急医療施設を整備する。 B1

205
(2)

災害拠点病院の整備
災害医療体制の確保を図るため、災害拠点病院を整備
する。 A
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A 0 0 0 0 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0

（別表１） 施策優先度 B2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0

道
　
南

道
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オ
ホ
ー
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ク

十
　
勝

釧
路
・
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道
　
央

全
道
優
先
度

地 域 優 先 度

区
　
分

施
策
番
号

施　策　名 施　策　の　概　要

301
(1)

農業の経営体の育成や体質強
化を図るための施設の整備

農業の担い手となる経営体の育成や体質強化を図るた
め、生産施設や加工施設などの整備を推進する。 B2

301
(2)

水産業の経営体の育成や体質
強化を図るための施設の整備

漁業経営体の体質強化を図るための荷さばき施設など
の整備を行うとともに、漁協の経営基盤強化のための
施設整備を促進する。

B2

301
(3)

林産業の経営体の育成や体質
強化を図るための施設の整備

林業・木材産業の担い手となる経営体の育成や体質強
化を図るため、生産施設や加工施設などの整備を推進
する。

B2

302
農産物の安定生産の基盤とな
る農地や農業用施設の整備

安全で良質な食料を安定的に生産し、優良農地の維持
や農業生産性の向上を図るため、水田・畑・草地や農
業用施設の整備を行う。

A

303
農地及び農業用施設の機能回
復や災害を防止するための施
設の整備

地盤沈下や土壌侵食などにより機能が低下している農
業用施設や農用地の機能の回復を図る。また、農地及
び農業用施設の災害を未然に防止するための施設を整
備する。

B1 A A A

304
農産物流通の合理化などのた
めの農道の整備

農産物流通の合理化や農村生活環境改善を図るための
農道を整備する。 C

305
水産資源の増大等に向けた施
設づくり

水産資源の増大や安定的維持・質的改善等を図るため
の増養殖施設を整備する。 A

306
快適で活力ある漁港・漁村づ
くり

漁港の事故災害防止や就労環境改善のため、防風・防
雪柵などを整備する。また、漁村の生活環境の向上を
図るため、汚水処理施設、道路や緑地・広場などを整
備する。

C

307
水産物の品質管理を高度化す
る施設の整備

安全・安心な水産物の供給のため、衛生管理・品質管
理の高度化を図る冷凍、冷蔵、加工処理施設などを整
備する。

B2

308
水産物供給基地としての漁
港・漁場づくり

安全かつ良質な水産物を安定的に供給するため、漁業
生産活動や水産物流通の拠点となる漁港や漁場を整備
する。また、漁港の耐震化など防災機能の強化や水産
物の輸出に対応した高度な衛生管理の促進を図る。

A
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A 0 0 0 0 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0

（別表１） 施策優先度 B2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0
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401
リサイクル・廃棄物処理施設
の整備

資源の循環的利用を進め循環型社会を構築するため、
一般廃棄物及び産業廃棄物を処理・資源化する施設の
整備を促進する。また、下水汚泥の有効利用・減量化
に係る施設整備を促進する。

A

402
家畜排せつ物の有効利用など
農村地域の環境保全と資源リ
サイクルの推進

家畜ふん尿処理施設の整備による堆肥化など、農村環
境に配慮し資源を有効に活用したリサイクル施設を整
備する。

B2

403
漁業系廃棄物の適正処理施設
の整備

環境と調和した水産業の展開を図るため、漁業系廃棄
物のリサイクル処理施設を整備する。 B2

404
自然豊かな水辺環境の整備・
保全

本道の自然豊かな水辺環境を将来にわたって享受でき
るよう河川環境の再生や自然に配慮した河川・砂防施
設などを整備する。

B2 B1 B1

405
健全な森林の整備と保全の推
進

地球温暖化防止、健全な水循環を確保する水源涵養な
ど、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるた
め、間伐や主伐後の再造林とともに、これらの基盤と
なる林内路網の整備などを推進する。

A

407
身近な自然とふれあうことの
できる公園などの整備

身近な自然とのふれあいや、失われた自然を回復する
ため、良好な水辺空間や緑地などを整備する。 C

408
自然公園における利用施設の
整備など自然とのふれあいの
場づくり

自然とのふれあいや快適な利用の促進を図るため、国
立・国定及び道立自然公園など自然公園の施設を整備
する。

B2 B1 B1

501
地域の資源を活かした多彩な
ツーリズムを促進する施設の
整備

グリーンツーリズムなどに資する農山漁村と都市との
交流を促進する施設や、フットパスやサイクリングに
資する施設を整備する。

B2 B1

502
安心で快適な旅ができる交通
ネットワークの整備

北海道観光の振興を図るため、交通拠点となる空港・
港湾の整備による機能の充実や、交通結節点の改善に
よる乗り継ぎの円滑化を図る。また、快適な広域観光
を支える観光拠点へのアクセス道路や休憩施設を整備
する。さらに、外国人のための外国語標記の案内板な
どを整備する。

A

503
自然体験型観光のための施設
の整備

北海道の豊かな自然を活用した観光地づくりを促進す
るため、自然環境を利用した野外活動が体験できる施
設や海洋レクリエーション施設などを整備する。

B2 B1

高度
情報
通信
基盤

601 ＩＣＴ※利活用を推進する情報
通信基盤の整備

ＩＣＴ※利活用を推進し、住み慣れた地域で安全・安心
で快適な暮らしができるよう、情報通信基盤の整備を
促進します。

B2
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A 0 0 0 0 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0

（別表１） 施策優先度 B2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0
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701 新千歳空港の機能強化
新千歳空港の国際拠点空港化を促進するため、国際線
エリアの拡張整備など空港機能の向上を促進する。 A

702
地方空港の機能向上に向けた
施設の整備

航空路線網の充実や人・物の円滑な交流を進めるた
め、空港施設の整備促進を図る。 B1

703 北海道新幹線の整備促進

全国交通体系と本道の発展基盤の確立のため、重要な
基幹施設である北海道新幹線について、新青森・新函
館北斗間の安全運行の確保と札幌までの整備促進を図
る。また、新幹線駅等の交通拠点から道内各所の観光
地や主要都市などへ円滑に移動できる交通ネットワー
クの強化を図る。

A

704 国際的な海上輸送拠点の整備

国際化や国際海上物流の増加に対応し、物流の効率化
や輸送コストの低減を図るため、国際拠点港湾や特定
貨物輸入拠点港湾などにおいて、船舶の大型化や貨物
のコンテナ化などに対応した港湾を整備する。

B2 B1

705
国内海上交通ネットワークの
整備

物流の効率化や輸送コストの低減などを図るため、貨
物のユニット化やターミナル機能の強化などに対応し
た港湾を整備するほか、災害に強い海上輸送ネット
ワークの構築を図るため、岸壁の耐震化などにより港
湾機能の強化を図る。また、離島及び地域の生活や地
場産業を支えている港湾においては、地域の特性に応
じた港湾機能の確保や安全性を高めるための防波堤な
どを整備する。

B2 B1 B1 B1

706 高規格幹線道路の整備
人流・物流の大半を道路交通に依存している北海道に
おいて、経済活動を支え、地域の交流や発展に寄与す
る高規格幹線道路の整備を促進する。

A

707
物流ネットワーク形成のため
の道路網の整備

物流ネットワークの整備のため、高規格幹線道路と一
体となった道路網の整備や空港・港湾などの物流拠点
へのアクセス道路を整備する。

A

708
産業拠点の形成に向けた施設
の整備

本道の自然災害リスクの低さや冷涼な気候、豊富で良
質な資源といった本道の優位性を活かした企業立地を
一層推進するための基盤を整備する。

B2

709
安全で安心な道路交通環境の
整備

通学路の歩道整備をはじめとする交通事故防止対策の
実施により、安全な道路交通環境を確保するととも
に、ユニバーサルデザインの視点に立った歩道整備
や、規制標識等の交通安全施設の整備を推進すること
で、安全・安心な道路交通環境を確保する。

B1

710
災害に備えた安全な道路交通
環境の整備

災害時に必要な避難路や緊急輸送道路及びその代替路
の整備、危険箇所などの早期解消を図るための防災対
策の実施により、安全で確実な交通ネットワークの形
成を図る。

A

711
地域の生活環境を支える道路
の整備及び保全

生活道路の小規模な道路改良など、安心して暮らすた
めに必要な取組を促進する。 B1

712
冬期における安全で快適な道
路交通の確保

堆雪スペースの確保や地吹雪・雪崩対策など、安全で
快適な冬期の道路交通を確保する。 B1 A

714
都市の活性化や生活の質の向
上を図る道路網の整備

都市の活性化や生活の質の向上を図るため、バイパ
ス・環状・放射道路の整備、立体交差・鉄道高架化、
公共交通機関との連携を図る道路整備などを促進す
る。

B2 B1
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A 0 0 0 0 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0

（別表１） 施策優先度 B2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0
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801

洪水や土砂災害、火山噴火や
大規模地震、津波などに備え
た安全性の高い災害防止施設
の整備

洪水や土砂災害などに備えた河川・ダムなどの治水施
設や砂防関係施設の整備、海岸侵食や高潮に備えた海
岸施設などを整備する。また、地震による津波対策と
して防潮堤などを整備するとともに、津波による被害
を防止・軽減するため、避難施設の整備などを実施す
る。

A

802 治山施設の整備
山崩れなどの山地災害の防止のため、治山ダムなどの
設置や森林を造成するなど、保安林を整備する。 B1 A A

803
自然災害などによる被害を軽
減する危機管理体制の充実と
地域防災力の向上

洪水や土砂災害、地震や津波などの自然災害による被
害を防止・軽減するため、防災体制の強化に必要な情
報通信環境の整備や道民への防災意識の浸透と避難誘
導に必要なハザードマップの作成、避難計画の策定、
避難訓練などの取組を行う。

A

901 公立学校施設の整備
明るく機能的な学習・生活環境を整備するため、老朽
化が著しい校舎などの改築を行う。 B1

902 私立学校の施設整備への支援
私立学校の経営安定と生徒の教育条件の維持向上を図
るため、老朽化した校舎の改築や耐震化などに対する
支援を行う。

C

903
地域スポーツ活動を推進する
体育施設の整備

スポーツの振興を図るため、住民が気軽にスポーツな
どを楽しむことができる体育施設を整備する。 C

904
地域が主体となった大学整備
への支援

すぐれた人材を育成するため、地域が主体となった大
学整備への支援を行う。 C

905
アイヌ文化の保存振興とアイ
ヌの人たちの生活環境などの
整備

アイヌ文化の保存・振興を図るため、アイヌの人たち
の暮らしを再現した伝統的生活空間（イオル）を再生
整備するとともに、「民族共生象徴空間」やその周辺
基盤を早期に整備する。アイヌの人たちの生活や社会
的・経済的地位の向上を図るため、生活館などの整備
を促進する。また、アイヌ系農林漁家の経営改善のた
め、生産基盤や経営近代化施設の整備を推進する。

A

906
北海道における文化の伝承の
ための場の整備

北海道の歴史・文化を保存・伝承し、また、文化や自
然について道内外に発信するための場などを整備す
る。

C

※　地域優先度が空欄の箇所は、全道優先度と同一とします。
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参 考 資 料 

 

1 方針策定の経過等 

（1）策定経過 

時  期 事  項 

 平成 28 年  5 月 16 日 

 

 

        5 月 16 日 

 

 

        6 月 8 日 

 

 

        7 月 7 日 

 

     7 月 15 日 

 

       7 月 25 日 

 

 

8 月 9 日 

 

 

       10 月 4 日 

 

 

       10 月 14 日 

 

 

       10 月 19 日 

 

 

11 月 9 日～11 月 21 日 

 

 

       12 月 6 日 

 

第 31 回社会資本整備推進会議 

（議題：ほっかいどう社会資本整備の重点化方針の見直しについて等）

 

庁内に方針見直し作業部会として、「「ほっかいどう社会資本整備の重

点化方針」見直しに係る検討チーム」を設置 

 

外部有識者で構成する「「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有

識者検討会」を設置 

 

総合政策委員会（第 2回定例会終日）（方針の見直しについて等） 

 

全道総合振興局・振興局副局長会議（方針の見直しについて等） 

 

第 1 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有識者検討会 

（議題：方針の見直しについて等） 

 

第 1 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」見直しに係る検討

チーム会議（議題：方針の見直しについて等） 

 

第 2 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」見直しに係る検討

チーム会議（議題：方針（素案）について等） 

 

第 32 回社会資本整備推進会議 

（議題：方針（素案）について等） 

 

第 2 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有識者検討会 

（議題：方針（素案）について等） 

 

「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」の見直しに係る説明会 

及び、素案についての意見照会（振興局、市町村） 

 

第 3 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」見直しに係る検討

チーム会議（議題：方針（原案）について等） 
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12 月 7 日 

 

 

       12 月 14 日 

 

       12 月 16 日 

 

 平成 29 年 

 1 月 10 日～ 1 月 31 日 

 

1 月 10 日～ 1 月 31 日 

 

1 月 10 日～ 2 月 9 日 

 

        2 月 17 日 

 

 

        2 月 20 日 

 

 

        2 月 23 日 

 

        3 月 30 日 

 

 

第 33 回社会資本整備推進会議（書面開催） 

（議題：方針（原案）について等） 

 

総合政策委員会（第 4回定例会終日）（方針（原案）について等） 

 

第 3 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有識者検討会 

（議題：方針（原案）について等） 

 

関係団体アンケート実施 

 

地域意向調査 

 

パブリックコメント実施 

 

第 4 回「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有識者検討会 

（議題：方針（案）について等） 

 

第 34 回社会資本整備推進会議 

（議題：方針（案）について等） 

 

総合政策委員会（第 1回定例会前日）（方針（案）について等） 

 

「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」策定 

 

 

（2）「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」有識者検討会名簿 

（五十音順 敬称略） 

氏  名 役 職 所 属 ・ 職 名 

小 磯  修 二 座 長 北海道大学公共政策大学院特任教授 

関 口  麻奈美  プラニング・メッシュ フリーライター 

髙 橋    清  北見工業大学社会環境工学科教授 

村 上  正 恵  （有）メデル総研取締役 

村 上  裕 一  北海道大学公共政策大学院・法学部准教授 
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用語解説 
本文中で「○○○※」と表示された用語の解説。 

数字は当該用語が記載されているページを表示。 

 
ア行  
温室効果ガス 7 
 大気中の赤外線を吸収し、地表付近の大気
を暖める効果をもつ二酸化炭素、メタンなど
の気体。人間活動による温室効果ガスの排出
量増加により地球温暖化が進行していると
いわれる。 
 
カ行 
 
既存ストック 10、11、15、27 
 ストック（stock）とは、「在庫、備蓄」の意
味であり、「既存ストック」とは、道路、河川、
上下水道、公園、学校、通信施設などの生活や
産業活動を支える基盤整備や公共施設、建物
など、これまでに整備された社会資本のこと。 
 
グリーンインフラ 14 
 社会資本整備、土地利用等のハード・ソフ
ト両面において、自然環境が有する多様な機
能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景
観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続
可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを
進めるもの。 
 
公益的機能 17 
 森林の持つ様々な機能のうち、水源涵養、
山地災害防止、土壌保全、快適環境形成、保
健・レクリエーション、文化、生物多様性保
全、地球環境保全など、木材等生産機能を除
く諸機能。 
 

合計特殊出生率 5 
 その年次の 15～49 歳までの女性の年齢別
出生率を合計したもの。一人の女性が仮にそ
の年次の年齢別出生率で一生の間に子ども
を生むと仮定したときの子どもの数に相当
する。 
 

コンセッション方式 23 
 利用料金の徴収を行う公共施設等につい
て、施設の所有権を公共が有したまま、施設
の運営権を民間事業者に設定する方式。 
 
サ行  
再生可能エネルギー 17、18、35 
 太陽光、風力、水力、波力、地熱、バイオ
マスなど、永続的に利用することができるエ
ネルギー源を利用して得られるエネルギー。 
 

サービス付き高齢者向け住宅 17 
 高齢者の安心を支える安否確認や生活相
談サービスを提供し、バリアフリーなどの条
件を備えるとして登録された住宅。家賃や食

事提供など生活支援サービスの内容・対価な
どの情報が公開されている。 

 
シェール革命 7 
 米国において、従来は経済的に掘削が困難
と考えられていた地下 2,000 メートルより
深くに位置するシェール層の開発が 2006 年
以降進められ、シェールガスの生産が本格化
していくことに伴い、米国の天然ガス輸入量
は減少し、国内価格も低下したこと。 

 
水素エネルギー 17 
 水素を燃料としたエネルギー。水素が酸素
と反応し、水になるときに発生する電気を利
用したり、直接、発電施設の燃料として利用
したりする。水素は、水や化石燃料などから、
多様な方法で製造することができ、使用時に
CO２を排出しないことやエネルギー効率が
高いことなど、環境負荷の低減や高い省エネ
効果が期待できる。 
 

世界自然遺産 14、17 
 「顕著な普遍的価値（人類全体にとって特
に重要な価値）」を有し、将来にわたり保全
すべき遺産として世界遺産委員会が認め、
「世界遺産一覧表」に記載されたもののうち、
「自然遺産」をいう。世界遺産には「自然遺
産」のほか、「文化遺産」、両方の価値を兼ね
備えている「複合遺産」がある。 
 
タ行 
 
炭層メタンガス 7 
 石炭の生成過程で生じ、地下の石炭層（ま
たはその近傍の地層）中に貯留されたメタン。 
 

ハ行  
バイオマス 7、17 
 家畜ふん尿、食品廃棄物、稲わら、林地残
材などの再生可能な生物由来の有機性資源
（石炭や石油などの化石資源を除く）。 
 

ビッグデータ 6 
 ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であ
るが、そのデータ間の関係性などを分析する
ことで新たな価値を生み出す可能性のある
データ群。例えば、ソーシャルメディア内の
テキストデータ、携帯電話・スマートフォン
に組み込まれた GPS（全地球測位システム）
から発生する位置情報、時々刻々と生成され
るセンサーデータなどがある。 
 

ブロードバンド 6 
 ADSLや FTTH、CATVなど、従来のダイヤル
アップ接続や ISDN を使ったインターネット
通信と比較して、より広域帯で高速な通信を
提供する回線やサービスの総称。 
 



43 

 

 
マ行  
メタンハイドレート 7 
 低温高圧の条件下で、水分子にメタン分子
（天然ガス）が取り込まれ、シャーベット状
になっているもの。非在来型の化石燃料とし
て将来の実用化が期待されている。また、我
が国周辺の南海トラフなどにも、相当量の賦
存が見込まれており、新たな国産エネルギー
資源になりうるとして期待されている。 
 
ミッシングリンク 10 
 幹線道路などの交通ネットワークの欠落
区間。 
 
ラ行  
ラムサール条約湿地 17 
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要
な湿地に関する条約」に基づき、締約国が
国際的な基準に従って湿地を指定し、「国際
的に重要な湿地に係る登録簿」に登録され
た湿地。当該条約は、1971年にイランのラ
ムサール（Ramsar）で開催された「湿地及
び水鳥の保全のための国際会議」において
採択されたことから、一般的に「ラムサー
ル条約」と呼ばれる。 
 
英数字 
 
ASEAN(アセアン) 19 
【Association of South-East Asian Nations】 
 東南アジア諸国連合の略。東南アジア 10
カ国（インドネシア、カンボジア、シンガポ
ール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナ
ム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）から
成る。 
 

COP21(コップ 21) 7 
【Conference of the Parties】 
 国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議
の略。先進国だけに対策を義務付けてきた京
都議定書に代わり、途上国を含むすべての国
が参加する 2020 年以降の新たな温暖化対策
に関する枠組み「パリ協定」が採択された。 

 
EPA／FTA 6 
【Economic Partnership Agreement／Free Trade Agreement】 

 経済連携協定／自由貿易協定の略。物品関

税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投

資環境の整備、ビジネス環境の向上に関する

協議の場の設置等を規定し、幅広い経済関係

の強化を目的とする二国間又は多国間の国

際協定。 
 

ICT 6、19、37 
【Information and Communications Technology】 
 情報・通信に関する技術一般の総称。 

 

IoT 6 
【Internet of Things】 
 自動車、家電、ロボット、施設などあらゆ
るモノがインターネットにつながり、情報の
やり取りをすることで、モノのデータ化やそ
れに基づく自動化等が進展し、新たな付加価
値を生み出すというもの。 
 
PFI 23 
【Private Finance Initiative】 

 民間の資金や経営能力・技術力（ノウハウ）

を活用し、公共施設等の建設・改修・更新や

維持管理・運営を行う公共事業の手法。 

 

PPP 23 
【Public Private Partnership】 

 行政と民間が連携して、それぞれお互いの

強みを生かすことによって、最適な公共サー

ビスの提供を実現し、地域の価値や住民満足

度の最大化を図るもの。 
 
TPP協定 6、13 
【Trans-Pacific Partnership】 

 環太平洋パートナーシップ協定の略。アジ

ア太平洋地域において、モノの関税だけでな

く、サービス、投資の自由化を進め、さらに

は知的財産、金融サービス、電子商取引、国

有企業の規律など、幅広い分野で 21 世紀型

のルールを構築する経済連携協定。シンガポ

ール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、

米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、

カナダ、メキシコ、日本の 12カ国が参加。 
 
VFM 23 
【Value for Money】 
 経済性にも配慮し、公共事業の構想・計画
段階から維持管理までを通じて、投資に対し
て最も価値の高いサービスを提供すること。 

 
Wi-Fi(ワイファイ) 19 
 無線ＬＡＮ（無線でデータの送受信を行う
技術・製品）の規格名。 
 

3R 17 
 廃棄物などの発生抑制（リデュース
Reduce）､再使用（リユース Reuse）、再生利
用（リサイクル Recycle）の頭文字。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針 

 

平成 29年 3月 

 

北海道総合政策部政策局社会資本課 

 

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

TEL 011-231-4111（代表） 

E-mail sogo.shihon@pref.hokkaido.lg.jp 


	01_表紙・目次170330
	02_はじめに170315
	03_基本方針編170317
	04_施策・事業優先度編170315
	05別表１_集計表170315製本版
	06_別表１製本版
	07_〈参考資料〉170221
	08_用語解説（半角版）
	09_裏表紙.pdf

